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ける喫煙が禁止されています（図３）。
❶病院、児童福祉施設、行政機関等
　敷地内禁煙（屋外喫煙場所設置
可）。ただし、幼稚園、保育所、小
学校、中学校、高等学校等は、屋
外喫煙場所設置不可。
❷その他多数の者が利用する施設等
　原則屋内禁煙（喫煙専用室内の
みで喫煙可。加熱式たばこについて
は、指定たばこ専用喫煙室及び喫
煙専用室での喫煙可）。ただし、従
業員がいない飲食店等においては、
屋内の全部又は一部の場所を喫煙
することができる場所として定める
ことができる。
　なお、条例案が適用された場合
に規制対象となる飲食店は、約84％
となることが想定されています。

喫煙場所の 
整備に対する支援

　事業者・区市町村が行う環境整
備に対する整備を充実させることと
されており、公衆喫煙所の整備又は
改修のための区市町村への補助、
飲食施設における喫煙室等の改修
整備等のための事業者への補助の2
点が示されています。

受動喫煙を防止するための 
措置（実効性の担保）

　条例の実効性を担保するための
方法として、知事による行政処分、
義務違反者に対する罰則（5万円以
下の過料）が定められています。
　ただし、加熱式たばこについて
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は、健康影響が明らかになるまでの
間、行政処分や罰則は適用しないと
されています。

条例の 
施行時期

　都や都民等の責務等について
は、条例成立後できるだけ速やか
に、また、学校等での取組みや店頭
表示ステッカーの義務化等について
は、2019年ラグビーワールドカップ
の前までに段階的に施行し、2020
年オリンピック・パラリンピック開
催前には、罰則適用も含め、全面的
に施行する予定とされています（図4）。

おわりに

　受動喫煙が健康に与える悪影響
については、科学的に明らかにされ
ており、受動喫煙による健康への影
響を未然に防止するための対策が求
められます。

　特に、子どもについては、受動喫
煙を自らの意思で避けることが難し
く、また、受動喫煙による健康影響
を受けやすいことから、子どもに対
する対策は必要不可欠です。　ま
た、従業員については、受動喫煙を
避けがたく、継続的に受動喫煙にさ
らされることからすると、従業員へ
の対策も重要です。条例案は、人に
着目した対策をしており、健康増進
法改正案よりも一歩進めていると言
えます。
　もっとも、加熱式たばこについて
の取扱いについては、条例骨子案か
ら後退しており、受動喫煙を防止す
るには不十分であると考えます。加
熱式たばこについては、化学物質に
よる悪影響が懸念されており、従業
員と子どもを守るという条例案の制
定目的からすれば、紙巻きたばこと
同様の規制がされるべきであると考
えます。
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事務局からのお知らせ

世界環境デー

広報委員長　佐和洋亮

　６月５日は、環境の日。1972年のこの日、ストックホルムで開催され
た国連人間環境会議で「人間環境宣言」が採択され、国連環境計画
（UNEP）が誕生。
　国連環境計画は、各国の政府と国民が将来の世代の生活の質を損なうこ
となく自らの生活の質を改善できるように環境の保全に指導的役割を果た
し、かつパートナーシップを奨励するとして、気候変動・生態系管理・環
境管理・有害物質と危険廃棄物・災害と紛争・資源効率（天然資源が環境
的にやさしい方法で生産され、加工・消費されること）などの６つの優先
課題が提起された。
　また、その年、国連では、日本とセネガルの共同提案により、国連総会
でこの日を「世界環境デー」と定めた（日本では、1993〈平成５〉年制
定の環境基本法により、この日を「環境の日」と定める）。
　1971（昭和46）年に、環境庁が新設され、初代長官に大石武

ぶ

一
いち

氏が就
任。同氏は、公害の四日市ぜんそくの対策にあたったほか、当時の田中角
栄通産相や関係知事の反対に抗して尾瀬の自動車道路の建設を中止させ
た。また、水俣病の認定についても「疑わしきは認定する」として救済対
象を広げ、さらに、野鳥の保護など環境行政の基礎を固めた。その活躍ぶ
りから「正義の味方、月光仮面」と呼ばれた。
　さて、今の環境省のホームページ。重要なお知らせとして、東日本大震
災への対応と、放射性物質対策を掲載。放射性物質対策としては、放射性
物質汚染対処特措法の説明、除染、モニタリングなどについての情報提供
などがあり、原発の稼働は当然の前提。いったん事故があった場合の危機
的な状況についてはなんら説明するところがない。
　また、今回のホームページの目玉は、クールビズについての「COOL   
CHOICE」。このクールチョイスというのは、国民ひとりひとりが省エ
ネ対策を選択しましょう、というキャンペーン。中でも地球温暖化ストッ
プのチョイスのための家電買換えキャンペーン。それは、普通の蛍光灯か
ら LED照明へ買い換えよう、ということ。なんともはや、国家の環境政
策がこれか、といいたくなる。
　大石長官の志に学びたい。
 （参考「環境省ホームページ」「ウィキペディア」ほか）

▲

	5月９日	 運営委員会

▲

	6月13日	 運営委員会

◉	年次総会および記念講演会のご案内
年次総会および記念講演会を下記のとお
り開催します。

　日時：7月29日（日）
　　　　�年次総会　　12:30～13:30
　　　　�記念講演会　13:30～16:00
　場所：ワイムスペース市ヶ谷
　　　　�新宿区市谷本村町3-26�ホワイ

トレジデンス1階
　　　　�東京メトロ南北線・有楽町線

「市ケ谷駅」７番出口より徒歩３分
　参加費：1,000円

今年度の記念講演会のテーマは「腸内細
菌と化学物質」です。まず京都大学名誉
教授の松井三郎先生に、生態系における
微生物の役割についてお話しいただき、
次に環境脳神経科学情報センターの木村-
黒田純子先生に、体内の腸内細菌の働き
と抗菌剤・殺菌剤の多用による健康影響
についてお話しいただきます。ぜひご参
加ください。


